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1001010 学年の開始時期に関する要件の緩和

高等学校は４月から翌３月を一学年とすると規定されてい
るが、より多くの留学生や帰国子女を受け入れることがで
きるように、９月から翌８月を一学年とすることを可能とす
る。

私たちは、日本で初めての全寮制インターナショナルスクールの設立を目指しています。2013年開校予定の「軽井
沢インターナショナルスクール」は、高校１～３年生の男女を教育することを目的とする全寮制の高等学校（学校教
育法上の一条校）です。同校では、日本人の子女に加えて、アジア諸国からの留学生を積極的に受け入れる予定
であり、１学年50名程度の入学者のうち、30～40％程度は留学生となる予定です。周知のとおり、諸外国、特に欧
米では、全寮制教育は、知性、倫理観そして独創性を兼ね備えた青少年を育成する教育機関として一定の地位を
確保しています。これに加えて、加速度的に進む国際化の動きをうけて、言語が堪能でありつつ、国際的な舞台で
活躍する素養を十分に備えた青少年の育成は不可欠であるという社会の要請にこたえるものです。同校の生徒の
母集団のうち30％～40％が留学生であることを考えると、四月から翌年三月を学年とする枠組みの中で、生徒の
受け入れを行うことは難しく、九月から翌年八月を学年とする教育機関として設立することが望ましいと考えていま
す。また、同校は、国際バカロレア資格の取得を目標として、カリキュラムを構築しています。同資格は、国際的に
最も認知度の高い大学入学資格であり、これによってわが国のみならず（わが国では、約３分の１に相当する250
の大学で国際バカロレアを入学資格として認定している）、世界中の大学を受験可能となります。この国際バカロレ
アは認定試験などのスケジュールが、九月から翌年八月を学年とする教育課程を前提として組まれていることも、
九月から翌年八月を学年とする教育機関の設立を模索する理由の一つです。

軽井沢インターナショナ
ルスクール設立財団

東京都 文部科学省

1025010 専修学校の設置認可権者の追加

学校教育法第１３０条について、私立の専修学校にあって
は都道府県知事の認可を受けなければならないとされて
いるが、中核市の独自性を重視し、私立の専修学校に
あっては、都道府県知事だけでなく、中核市以上の都市
規模を有する都市の市長認可まで広げる。

弊社にて1991年設立・運営中の日本語教育機関NIPPON語学院（財団法人・日本語振興協会B212号認定校）につ
いて、世界10ヶ国、340人の留学生を有する政令都市を除く地方最大規模の日本語学校であり、設置者である群馬
ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ（政府登録国際観光ﾎﾃﾙ）は背後に観光地を有する地方都市型ﾎﾃﾙです。本提案は、かような弊社独自
のﾎﾃﾙと日本語学校という稀有な特性を活かし、ﾎﾃﾙの中にNIPPON語学院の実質的な一貫校として、実学を旨と
する専修学校（仮称NIPPONおもてなし学院）を設立し、国際ﾎﾃﾙ観光分野の発展に資する日本人学生及び留学生
の輩出を目的とするものです。地域社会にあって、現在のNIPPON語学院に加えNIPPONおもてなし学院を設置す
ることにより、旧市内最大規模の18歳以上学生学校群となり、量のみならず質的にも地域の経済、社会、文化の振
興に貢献し得る、前橋市の地の利を活かした地方都市ならではの「新しい教育の仕組み」になると期待されます。
尚、県当局は学校法人立が望ましく株式会社立はご遠慮頂いているとの姿勢です。加えて現行の規制では認可権
者の視点が県域であるため、地域の特性を直接的に反映するのが困難であり、認可は計画地である前橋市が適
当であると考えます。係る手法は、医学分野であれば医学部と医学部付属病院との必然的な関係にあり、諸外国
ではﾎﾃﾙ学校にても合理的な教育ｼｽﾃﾑとして運営されている形であり、脱工業化社会に在って、新しい日本の方
向性・「おもてなし文化の輸出」を具現化し、更には、観光立国としての国策に合致するものです。

株式会社 群馬ロイヤル
ホテル

群馬県 文部科学省

1030010
地方自治体の首長部局が一元的に教
育委員会評価を行う

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条によ
ると教育委員会が（教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検及び評価等）を行うこととなっているが、このよ
うなことは首長部局が自主的に行っているため、法律によ
る義務化を廃止していただきたい。

教育に関する事務評価は、首長部局が行ない、教育委員会が重複して行わないこととしたい。現状だと二重行政と
も言われかねない状況を生んでしまっている。
これにより、評価の一元化、評価を基にした展開の一元化、省力化を図る。

地方行革の会 東京都 文部科学省
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1033010 大学獣医学部の設置の許可
平成１５年３月３１日文科省告示第４５号「大学、大学院、
短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基
準」による獣医師の定員増の規制の地域解除

（具体的事業の実施内容）
　四国には獣医師を養成し感染症等の研究拠点となる大学獣医学部が一つもない。このため、今治新都市に、協
力者会議の提唱するコアカリキュラムを実施し、高度な獣医学教育を行う大学獣医学部を設置することで、即戦力
となる獣医師を養成するとともに、大学を核とした製薬・動物関連企業等の立地を促進し、ライフ・イノベーションの
拠点都市として、今治市の地域再生を図る。
（提案理由）
　これまで、必要獣医師数はほぼ充足しているとの農林水産省の見解（直近では「獣医師の需給に関する検討会
報告書」（平成19年5月31日））を踏まえ、文部科学省では、獣医関係学部の新増設、入学定員増について抑制方
針をとっている。
　しかし、平成23年5月に公表された獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の報告書（文部科学
省）では、「獣医師に対する社会的・国際的ニーズが供給を上回る状況が明らかとなった場合には、獣医系大学の
入学定員の増加や学部の新設等について議論することも必要」とされている。また、同報告書の「獣医学教育を取
り巻く状況の変化」の内容のほか、口蹄疫問題や鳥インフルエンザの感染の脅威、東日本大震災の被災地での家
畜の扱い等から獣医師不足が顕在化しており、また、ＯＩＥからアジア地域の獣医学教育の水準を高めることが日
本に求められているなど、社会的ニーズは明らかであると考えられる。
　このため、文部科学省に獣医学部の増設を要望したが、農林水産省の先の報告書では、前提条件によって獣医
師の需給予測が異なるため、文部科学省としては判断できないとのことであった。一方で、農林水産省から要望が
あれば獣医学部の増設について前向きに検討するとの回答を文部科学省よりいただいているところである。した
がって、文部科学省と農林水産省が連携し、至急獣医師の需要、供給、偏在等に関する調査・検討を行っていただ
き、その結果、必要性が認められれば獣医学部のない地域に限り、教育水準の高い大学獣医学部の新設を認め
ることを提案する。
　この獣医学部に産業動物・公衆衛生コース、研究者養成コースを設置し、入学定員の地域枠設定や奨学金制度
等を組み合わせて四国の家畜衛生や公衆衛生分野を担う獣医師不足を解消するとともに、協力者会議が提唱す
るコアカリキュラムを導入して、動物伝染病等に迅速かつ的確に対応できる人材を育成するほか、生命科学分野
の学際連携の推進や関連企業の集積等により、新たな生命科学研究拠点を形成する。

今治市、愛媛県 愛媛県
文部科学省
農林水産省

1039010
公立大学法人の業務範囲の拡大（附
属学校の設置・運営）

公立大学法人が、大学及び高等専門学校以外の学校（附
属高校及び中学など）の設置及び管理ができるよう、公立
大学法人の業務範囲を拡大する

（提案内容）
現在、兵庫県立大学では平成25年度を目途に公立大学法人への移行について検討を進めているが、公立大学法
人は現行の地方独立行政法人法では、附属中高を設置及び管理することはできない。公立大学法人移行後も、こ
れまでと同様の中高大一貫教育を実施するため、公立大学法人による附属中高の設置・運営を目指す。

(提案理由)
・兵庫県には、大型放射光施設SPring-8、X線自由電子レーザー、京速コンピュータ「京」等の世界最先端の研究
施設、研究機関が立地し、これらを有効に活用するために産学官が連携した人材や将来の科学技術を担う人材で
ある青少年の育成を推進している。
・ 兵庫県立大学においても、これら研究施設の立地する播磨科学公園都市やポートアイランドに理学部や大学院
研究科を設置し、先導的・独創的な研究の推進と地域や国際社会で活躍できる人材の育成を目指してきた。
・ 加えて、昨今の少子化の進展や理系離れの傾向もあり、大学のみでの教育では限界があることから、附属中学
及び高校（以下、「附属中高」という。）を開設し、大学のイニシアチブによる独自のカリキュラムを定め、附属中高
からの一貫教育により、将来の科学技術を担うべき人材の育成に力を注いできた。
・ 県内に立地する最先端の研究施設を有効に活用し成果を上げていくためには、それらを使いこなせる人材の育
成が不可欠であり、大学のイニシアチブのもとに科学技術について少年期から取り組む中高大一貫教育が今後も
必要と考えるため、地方独立行政法人法等の改正又は弾力的な運用を求める。

兵庫県 兵庫県
総務省
文部科学省

1055010
公立大学法人（地方独立行政法人）の
研究成果を事業化する際の企業への
出資規制の緩和

公立大学法人（地方独立行政法人）の出資について、教
育研究の更なる活性化を図り、大学の保有する知の還元
を促進するため、大学の研究成果を事業化する企業に対
し、設立団体が認める場合は、出資可能とする。

①現状
　大阪府立大学では、企業への技術移転等により教育研究の成果の社会還元を図っている。
②問題点
　法人が事業実施企業に対し出資することができず、技術移転による教育研究の活性化が図りきれていない。
　そもそも、公立大学法人は「教学と経営の両立を図る形で、大学をより競争的、自律的な環境に置き教育研究の
活性化を図る趣旨から制度設計した」と国会で述べられているとおり、運営に係る基盤的経費は設立団体が措置し
教育研究の確実な実施を担保する一方、自己財源の捻出等、設立団体から離れた自助努力により国公私立を問
わない大学間の切磋琢磨が期待されている。しかし、出資については、私立大学のほか国立大学も一定認められ
ているが、公立大学法人は全く認められておらず、研究成果の活用が図りきれていない。
　例えば、過去に府立大学が技術開発に関わったガン治療の薬剤につき事業実施企業に出資できていれば、その
収益で大学の教育研究の更なる活性化を図ることができた。なお、現在も、製品開発が見込まれている研究があ
る。
③解決策
　技術移転の際、大学法人から事業実施企業への出資を、当該大学法人の設立団体が認める場合は可能とす
る。
④効果
　出資については設立団体が行うことは可能だが、法人自らが出資を行うことで、教育研究→事業移転→収益とい
う循環サイクルを確立し、教育研究を活性化する独自財源を確保することができる。
　また、国の新成長戦略で産学連携により大学等の研究成果を地域の活性化につなげる取組を進めるとされてい
るが、研究成果の活用には、大学法人自らの財源につながる出資を可能とすることで、インセンティブを働かせる
ことが有効である。

大阪府 大阪府
総務省
文部科学省
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1055020
公立大学法人（地方独立行政法人）が
施設整備を行う際の長期借入規制の
緩和

公立大学法人（地方独立行政法人）の長期借入れについ
て、施設整備に係る資金需要の平準化を図り、実際に当
該施設で教育研究を行う法人自身により柔軟で効果的・
効率的な整備が行えるよう、施設整備に関し、設立団体
が認める場合は可能とする。

①現状
　公立大学法人は長期借入できないため、施設整備の資金需要平準化のため、設立団体が起債等により施設を
整備し法人に出資する。
②問題点
　効率的、効果的な整備を行う観点から、民間のノウハウを活用し法人自ら整備することが望ましく、大阪府立大
学では法人に代わり長期借入の主体となる特別目的会社（SPC）を設立し、資金需要を平準化している。しかし、
SPCは各整備事業ごとに必要で、法人設立に係る事務コストもかかる等課題があり、学生・教職員の命を守る耐震
改修促進等の足かせとなっている。
　そもそも地方独立行政法人は、必要な行政サービスを効率的、効果的に行わせることを目的に設立されるもの
で、公立大学法人については「教学と経営の両立を図る形で、大学をより競争的、自律的な環境に置き教育研究
の活性化を図る趣旨から制度設計した」と国会で述べられている。しかし、長期借入れについて、私立大学のほ
か、国立大学でも土地の取得、施設や設備の設置等の目的で認められる一方、公立大学法人は全く認められてお
らず、教育研究を活性化するための環境整備を行う基盤が十分でない。
　なお、国立大学法人の長期借入の対象は順次拡大されており、当初、附属病院整備及び大学等移転事業のみ
だったが、Ｈ１７年１２月に国立大学の自主的な教育研究環境の整備充実の取組を支援するため、土地の取得、施
設や設備の設置等を追加する改正が行われている。
③解決策
　施設整備に関し、公立大学法人の長期借入を、当該大学法人の設立団体が認める場合は可能とする。
④効果
　施設整備につき長期借入ができれば、法人自身による柔軟な施設整備と資金需要の平準化につきコスト削減や
手続の簡素化が図られ、必要な研究環境の整備促進により、研究の一層の活性化や安全の確保が容易となる。

大阪府 大阪府
総務省
文部科学省

1060010 取得済特許権利用の経済活性化事業

現在、原発廃止に依る電力の超不足。東日本震災の復
興、デフレ経済克服等の諸策が山積している現状ではあ
るが、政府には財源がない。此の期に於いて当社取得済
みの特許権を活用し独占排他的なビジネス、モデル、ス
キームを確立し全国民が一体となって国難解決に邁進す
べき時である。その解決策を提案する。

全国に点在建設済みの小・中・高・大学校数は総数39,083校である。各校の建物の屋上に太陽光発電パネルを設
置することによって、約４００万ｋｗの電力を得ることが可能であると推定される。（一校あたり１００ｋｗとして計算）こ
れらの工事を国民が販売促進用として取得しているポイントを提出していただき、オープン懸賞に準じた方式で賞
金を得ることによって、感動感激、スリルを味わうこともでき、夢のあるビジネススキームができる。ただし、現況に
おいては、政府が法案提出準備中の再生可能エネルギー特別措置法の立法が確立しなければ、出力の買取価格
も適用期間も償却年月等の詳細が決定せず、本事業の立案は不可能である。よって立法の上で、確実な立案、協
議、実行の予定である。したがって提案は趣旨のみ提出し、政府の立法化を眺めつつ、事業形態を定める予定で
ある。ちなみに財源は国民が提出するポイントをＰＦＩ方式による形態にする予定である。

ついては、各学校に対し、校舎の屋上に太陽光発電パネルを民間が設置できるようにするとともに、太陽光発電パ
ネルを設置する際に弊害となる建築基準法の各種規制を緩和することを求める。

福井商工会議所、㈱市
姫商事、佐藤電工、中
路電設㈱

福井県
文部科学省
国土交通省


